「2026年度に向けた政策・制度要求と提言」横浜市回答
連合神奈川
【経済・産業】
	[bookmark: OLE_LINK1]【提言１】
ＤＸやＧＸなどの進展により起こり得る、産業・経済・社会の様々な変化について、具体的な対応策を検討するための政労使が参画する枠組みを早急に構築すること。
また、変化に対応した働く者の学び直しや企業主体の職業能力開発の方向性が、より適切なものとなるよう、必要とされるスキルや人材についての情報を広く共有するなどの対応を強化すること。
社会の枠組みの変化に伴う、政策的労働移動を生ずる際には必要なセーフティネットとしての対策を十分講じること。

	＜経済局＞
国の動向を注視しつつ、神奈川政労使会議や神奈川働き方改革会議において、対応策について協議・検討してまいります。
また、「横浜市中央職業訓練校」では、早期に安定した職業に就くために必要な技能・技術や知識の習得を必要としており、訓練修了後、早期に就職を希望する方を対象に職業訓練を実施し、就職に向けた支援を行っています。引き続きハローワーク等の関係機関と連携し就労に向けた取り組みを進めていきます。
さらに、産業・経済・社会の様々な変化に対応するためのスキルや人材育成などを含む企業支援情報を広くお知らせするため、経済局メールマガジンやLINEでの情報発信を行っています。
　加えて、市内で就職を希望する方を対象に、神奈川労働局やハローワークと共催で合同就職面接会を開催し、就労機会を提供してまいります。また、来場者等へのそれぞれの希望に寄り添った個別支援を行うことで、就職を促進します。






	【提言２】
2023年11月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」および2025年１月の神奈川政労使会議共同メッセージなどを活用した適正な取引に向け、実効性の高い啓発を積極的に行うこと。とりわけ、自治体が行う公共事業、公共調達などにおいても労務費の価格転嫁がはかれるよう率先垂範して調達価格の引き上げや工期・納期の設定を行うこと。
加えて、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配をめざす「パートナーシップ構築宣言」を行う企業が増えるとともに、その意義が広く浸透するよう、啓発・助言を行うこと。
また、特別高圧契約法人の電気料金負担等、企業・事業者の努力のみでは価格の転嫁が難しい負担についての軽減対策を引き続き講じること。

	＜財政局＞＜経済局＞
本市公共工事等の発注においては、最新の公共工事設計労務単価等を反映した、適切な予定価格を設定しています。また、設計労務単価の改定に伴う特例措置の実施、スライド条項の適用により契約後にも価格の見直しをしています。
電気料金については経済情勢や、国の動向を注視するとともに、必要な対策を講じ、中小・小規模事業者の皆様の経営をしっかりと支援していきます。
ホームページやセミナー等を通じて、価格転嫁のための取組や支援策、「パートナーシップ構築宣言」等について、周知・啓発に努めてまいります。
また、企業活動が都県を越えて広がっている現状を踏まえ、九都県市が連携してその普及促進に取り組んでまいります。
電気料金については経済情勢や、国の動向を注視するとともに、必要な対策を講じ、中小・小規模事業者の皆様の経営をしっかりと支援していきます。

















【雇用・労働】
	【提言３】
本来は労働関係法令の保護の対象となる「労働者」に該当するにもかかわらず、請負、委託などの形式をとることによって、労働法の保護を受けることができない労働者が増加している。本来「労働者」である者を非労働者として扱うことは、労働基準法に定めた最低限の労働条件の実現を妨げ労働基本権を侵害するものとして、それ自体が重大な人権侵害であることについて啓発・教育の機会の充実をはかること。
また、国・自治体との契約においてフリーランス新法の適用となる事例がある場合には、労働者としての労働条件の最低基準が遵守されるよう啓発も含め適切に対応すること。

	＜経済局＞＜財政局＞
本市では、働く人の基礎知識を掲載した「ワーキングガイド」を作成し、労働時間や仕事と育児の両立に関するものを含む労働法制等の周知・啓発を行っています。「ワーキングガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様に活用していただけるよう市ホームページに掲載し、二次元コードを載せたPRカードを配布して周知を図っています。
また、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、労働時間や仕事と育児の両立に関わるものを含む労働相談・法律相談等に対応しています。
「働く人の相談室」では、法律や労働実務の問題をテーマにした「労働実務セミナー」も定期的に開催しており、労働条件等についても取り上げてきています。
　引き続き、本市契約においても法令を遵守し、適切に対応してまいります。





	【提言４】
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなど、あらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場・地域における対策の充実をはかること。
あわせて、あらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談ができる環境を改善整備するとともに、対応人材の育成を計画的に行うよう指導を徹底すること。
また、カスタマーハラスメントに対しては、「STOP！カスハラ!! かながわ宣言」の趣旨を踏まえ、理解を深めるための啓発を引き続き実施するとともに、事業者・働く人双方からの相談に対応する窓口および支援策を強化すること。

	＜経済局＞＜政策経営局＞
本市では、働く人の基礎知識をまとめた「ワーキングガイド」を作成し、職場でのさまざまなハラスメントに関する内容を含む労働法制等の周知・啓発を行っています。「ワーキングガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様にご活用いただけるよう、市ホームページに掲載するとともに、二次元コードを記載したＰＲカードを配布し、周知を図っています。
さらに、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、ハラスメントに関する相談を含む労働相談・法律相談に対応しています。
カスタマーハラスメントについては、引き続き国や県の対応状況を注視しながら、必要な情報を周知啓発していきます。また、「働く人の相談室」ではカスハラに関する相談にも対応するほか、労働関係法制に基づく対応方法のアドバイスなど、解決に向けた支援を行ってまいります。
　さらに、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを積極的に進める企業等を認定する「よこはまグッドバランス企業認定」や、男女共同参画センターで実施している企業等を対象としたハラスメント研修等を通じて、職場環境の改善や人材の育成を推進しています。また、男女共同参画センターではハラスメント等に関する相談も受けており、引き続きこのような取組を進めていきます。













	【提言５】
障がい者の法定雇用率の段階的引き上げに伴い、障がい者雇用の経験やノウハウが不足する「雇用ゼロ企業」および新たに障がい者雇用を行うことになる企業に対し、事例やノウハウの共有化をはかり、準備段階から採用後の定着支援までの総合的な支援を行うこと。直接受け入れることとなる職場の同僚や、責任者が障がい特性などを理解することができる機会について、研修等の情報を積極的に発信して理解の促進をはかること。
あわせて、障がい者および企業からの相談機能を強化し、障がいの有無、種類および程度にかかわらず、差別されることなく働ける社会の実現に向けた取り組みを進めること。

	＜健康福祉局＞
本市では、障害者雇用の理解と促進を図ることを目的に、市内で障害者を雇用する企業が、どのように障害のある方の働きやすい職場環境をつくっているのか、その工夫や取組を紹介する「障害者雇用好事例紹介」をホームページ上で行っています。
また、市内９か所に障害者就労支援センターを設置し、障害の種別や程度によらず、様々な就労に関する相談に応じています。併せて、企業向けの出前講座を実施し、障害特性の理解や受け入れ時の配慮事項などを伝えています。　
引き続き、共生社会の実現に向けてこれらの取組を進めていきます。




	
【提言６】
労働関係法令をはじめ在留資格ごとの就労制限や生活に関する情報について、多言語によるわかりやすい周知を行うこと。
また、人手不足の状況や賃金水準の動向について統一した調査を行うこと。あわせて、労働災害の発生や労働相談の内容など、外国人労働者の就労状況に関する情報の収集と公表・共有を進めること。

	＜経済局＞
本市が四半期ごとに実施している横浜市景況・経営動向調査で市内人手不足の状況を把握しているほか、国が実施している毎月勤労統計調査において、全国の賃金水準の動向を適切に把握してまいります。
また、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題について、事業主からのご相談があった場合は、専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」を派遣している神奈川労働局を案内しています。
　また、「育成就労制度」の導入を見据え、外国人労働者の採用育成時の企業課題やニーズ、必要な支援等を把握するための調査及び研究を行っています。






【福祉・社会保障】
	【提言７】
地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対応した相談・支援体制に取り組むこと。ヤングケアラーの実態把握を進めるとともに、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を積極的に進め、既存の制度活用だけにとどまらず、連携を模索および強化して対応する「断らない相談支援体制」を構築すること。
また、様々な障がい者とその家族や直接血縁にない保護者等がおかれている経済的困窮をはじめとして、地域移行を阻む根強い差別意識を含めた、社会的差別を解消するための方策を講じること。

	＜こども青少年局＞＜健康福祉局＞
ヤングケアラーの把握については、令和７年度から早期発見・把握、支援に繋げるため、アンケートによる実態調査に取り組んでいます。
また、本市においては、各分野で受け止めた相談を庁内の関係課や地域の関係機関と連携しながら、ニーズに応じて適切な支援を行っています。今後もヤングケアラー等の複合的な課題や制度の狭間の課題を抱えた市民の方の増加が想定されますが、既存の制度活用にとどまらず、困りごとを抱えた方を受けとめられるよう、関係課や関係機関同士の連携強化に向けて取り組んでまいります。
障害者差別解消においては、当事者団体と連携した出前講座の実施や動画等を活用し、市民・事業所等への障害理解の啓発を行っています。
　引き続き、障害を理由とした差別の解消に向けて、取組を進めていきます。


















	【提言８】
安定した地域医療や介護体制の確保のため、医療機関・介護施設等が直面している資器材の更新や、食材の価格高騰に伴う病院食提供の難しさ等の課題について、実態把握のための調査と分析、結果の公表を通じた対応策を講じること。

	＜医療局＞＜健康福祉局＞
医療に関しては、本市では、産科や小児医療、救急、感染症等、政策的医療への支援を行うとともに、人材確保に向けた支援も重ねて実施しています。
さらに、資器材や病院食などに係る医療機関の消費税負担の解消や、診療報酬の改善、緊急的な財政支援について、繰り返し国に要望しております。
引き続き、国の動向を注視しつつ、医療機関が直面する様々な課題に対し、必要な支援に取り組んでまいります。
介護に関しては、国の臨時交付金を活用して、物価高騰等に直面している高齢者施設等が各種サービスを安定して行うための高齢者施設等物価高騰対策支援事業を令和４年度、５年度に続き、令和６年度においても実施いたしました。引き続き、国の動向を注視していきます。
介護施設等における資機材の更新については、一定の条件を満たす場合に、センサー付きベッドや特浴等、介護ロボット・ICT機器の更新費用に対する助成を行っています。
また、本市では３年に１度、市内の介護施設等を対象に「事業所を運営する上での課題」等についての実態調査を実施し、その結果を踏まえて、横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画を策定しています。
引き続き、介護施設等が直面する建物や設備の老朽化対策など、様々な課題について調査・分析を行い、必要な支援に取り組んでまいります。





	【提言９】
災害時も見据えて地域医療・介護等の体制が維持できるよう、医療・福祉・介護等の専門人材の計画的人材育成・確保を進めること。
医療・介護職場において、虐待・ハラスメントを生じさせない職場環境づくりを進めるとともに、ワーク・ライフ・バランスを尊重し賃金をはじめとした処遇改善を行うことにより、人材の定着、離職防止がはかられるよう、必要な資金確保に向けた予算の確保および支援策を講じること。

	＜医療局＞＜健康福祉局＞
横浜市医師会および横浜市病院協会が運営する看護専門学校への運営支援や中小病院の看護人材採用支援、潜在看護師の復職、復職後の定着支援などの人材育成・確保の取組を関係団体と連携しながら引き続き実施し、地域医療の体制維持に向けて取り組んでまいります。
また、令和７年度にも、国に対して物価や賃金の上昇に適切に対応できる診療報酬制度の構築について要望を行いました。今後も医療機関における人材確保や働きやすい職場環境づくりの支援について取り組んでまいります。
また、本市では、自然災害や感染症が発生しても、介護サービスを安定的・継続的に提供することができるよう、厚生労働省令に基づき条例等で、業務継続計画の策定を義務付けています。各介護保険施設・事業所への集団指導の際に、業務継続計画についての周知等を行うとともに、業務継続計画の策定後、必要な研修及び訓練を実施しているか、個別の運営指導等において確認・指導しています。併せて、業務継続計画に関するセミナー等を周知するなど、適宜情報提供を行っています。引き続き介護保険施設・事業所と本市との間で連携を図り、支援体制の構築に努めます。
介護現場における虐待防止に関して、検討委員会や指針の設置、従業者に対する研修が義務付けられています。また、介護サービス事業者は、従業者に職場におけるハラスメントに係る方針等の明確化及び周知・啓発を行い、従業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をしています。本市としては、集団指導や運営指導等、機会を捉え、適正な対応がなされるよう、今後も必要な対応をしていきます。
介護サービス事業者の処遇改善加算については、令和６年４月の介護報酬改定により、加算率を引き上げる措置がなされました。今後も国の動向を注視していきます。
また、本市では、国に対して、介護職員等の処遇改善の拡充について、全額国庫負担による補助金の創設等を含め要望しています。








	【提言10】
すべての子どもたちが、それぞれの地域で安心してのびやかに過ごすことができるように、子どもの育ちにかかる家庭の経済的負担を軽減させる諸制度を充実させること。
妊娠にかかる費用への助成、小児医療費助成等、自治体間での格差を生じないよう実施すること。そのために必要な財政的裏付けおよび制度化のための法改正等について、国に対し積極的に要望すること。

	＜こども青少年局＞＜健康福祉局＞
本市では、出産費用助成や小児医療費助成など、さまざまな施策を進めています。
小児医療費助成に関しては、周辺のほとんどの自治体で18歳年度末までを対象としています。本市としても令和８年度中に対象年齢を18歳年度末まで拡大することを目指して検討を進めています。
一方、これらのような施策は全国一律で行うべきであり、地方自治体単独での十分な財源確保は困難であるため、国の責任と財源において、一律の助成制度を構築するよう提案・要望してまいります。




【社会インフラ】
	【提言11】
地域防災計画は、地域の住民をその対象とした計画であり、その更新および防災訓練等の実施にあたっては、被災時に弱者となりやすい立場の人が意思決定に参加しながら進められる必要がある。
しかし、実際に発災した際には過去の災害を例に引くまでもなく、避難所とされるところには地域住民以外の多くの避難者が集まることが容易に想定される。
特に観光地を多く抱える神奈川においては、その初動において地域防災計画には想定されない、地域外避難者への対応等について、普段から地域中での理解を広げておく取り組みもあわせて進めること。

	＜総務局＞
横浜市防災計画では、災害時において、被災者の状況や必要とする支援は一人ひとり異なることから、多用な視点・意見・ニーズの反映がなされるよう取組を進める、としています。
また、帰宅困難者対策にあたっては、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる「帰宅困難者一時滞在施設」の指定や、帰宅困難者等の発生自体を抑制することを目的とした「一斉帰宅抑制」等の対策を行っています。引き続き本市ウェブサイト等を活用して、帰宅困難者対策の周知・啓発等に努めてまいります。



	【提言12】
自治体が管理する道路、橋梁、トンネル等の交通インフラおよび上下水道、工業用水等の耐震化、老朽化対策を迅速かつ着実に進めるため、AIやドローンなどの技術活用も進めるとともに十分な予算確保を行うこと。
また、保守を担う人材については、その社会的重要性について広く理解を広げ、産官学の連携により工業高校等とのつながりも深めながら、人材の育成・確保を行うこと。

	＜水道局＞＜下水道河川局＞＜道路局＞＜経済局＞
上水道事業に関しては、市民の皆様に安定して水道水・工業用水をお届けするため、施設の耐震化・老朽化に伴う更新の着実な実施に向けて、現在試行しているAIを活用した最適な送配水管更新計画策定やドローンを活用した配水ポンプ場の遠隔巡視等、DX推進に積極的に取り組むとともに、必要な予算の確保に努めてまいります。
下水道事業に関しては、人口減少や施設の老朽化が進行していく中でも、安定的かつ継続的に下水道サービスを提供していくため、将来にわたる財政状況を見通し、施設・財政・組織を一体的に管理するアセットマネジメントに取り組んでいきます。また、公民連携やAIなどデジタル技術の活用を推進し、生産性の向上を進めて、持続可能な事業運営に取り組んでいきます。
道路事業に関しては、路面化空洞調査においてAI技術を活用しているほか、舗装診断においてもAI活用の可能性を探るため試行実施しています。
橋梁とトンネルの点検、老朽化対策及び耐震化対策については、AIやドローンを含む新技術（工法または材料）の検討を行い、採用について総合的に判断し、活用を進めつつ、引き続き、適切な予算を確保し、事業を推進していきます。
また、道路局では、「横浜市内の道路橋及びトンネルにおける保全更新技術に関する産・学・官連携協力協定」を締結しており、市内の建設会社、設計会社、横浜国大と連携し、定期的に現場見学会や点検報告会等を行い、保全更新技術力の向上に取り組んでいます。
インフラ業界等の人材不足分野の人材確保に向けた取組については、「神奈川人材確保対策推進協議会」を通じて、国や県、その他関係団体と連携事項を協議しており、引き続き諸施策についての協議を進めてまいります。











	【提言13】
事業所あての配送、個人向け配送を問わず、貨物輸送は社会の主要インフラとなっている。その輸送を担うドライバーに過度な負担とならないよう、共同配送拠点や荷捌き駐車場の整備を進めること。

	＜都市整備局＞＜経済局＞
事業所あての配送車両については、横浜市駐車場条例において、一定規模の建築物の建築主に対して荷捌き駐車場の敷地内整備を義務付けています。また、同条例の中で、共同荷捌き場を設ける場合に隔地化を認める特例基準を設けています。
運輸業をはじめとする、人材不足分野の人材確保に向けた取組については、「神奈川人材確保対策推進協議会」を通じて、国や県、その他関係団体と連携事項を協議しており、引き続き諸施策についての協議を進めてまいります。




	【提言14】
環境負荷低減の面からも、再配達の抑制が求められている。駅や公共施設への多機能ロッカーの設置を進めるとともに、個人宅や集合住宅の新築、改築にあたっては、宅配ボックスの設置を推奨するなど、再配達抑止の環境整備を進めること。

	＜脱炭素・GREEN×EXPO推進局＞＜経済局＞＜建築局＞＜交通局＞
温室効果ガスの排出削減には、再配達をできる限り少なくすることは有効と考えますが、宅配ボックス利用やアプリを活用した日時指定などの民間事業者によるサービスが広がっているほか、国においても、ポイント還元を通じた宅配の再配達率を半減するための実証事業の開始、建築基準法における宅配ボックス設置部分に関する容積率緩和の規定の適用など、宅配ボックスの設置に関して既に一定の支援策等が講じられており、横浜市としては、これらの動向を注視しているところです。
なお、交通局では、事業者の提案により市営地下鉄14駅に15基の多機能ロッカーを設置しております。今後も、各駅の設置場所や電源等のインフラ整備状況を踏まえながら設置の検討を進めてまいります。












	【提言15】
高齢者・障がい者・通学する子どもたち・子育て中の保護者等、公共交通機関を生活に不可欠としている人々の移動に係る手段を確実に確保すること。また、個人特性に依らず、交通不便地における公共交通についても確実に確保すること。
公共交通を維持するため、運転手・整備要員等の継続的な人材確保と育成の重要性を認識し、処遇改善を含めた対策を実施すること。

	＜都市整備局＞＜交通局＞
令和７年４月に、誰もが日常生活を送る上で必要不可欠である地域公共交通の取組を推進するアクションプランとなる「地域公共交通計画」を策定し、地域公共交通を「守る」・「増やす」、積極的に「使う」を基本方針として定めています。本計画に基づき、既存のバスネットワークの維持や交通が不便な地域への新たな地域公共交通の導入、地域公共交通の利用促進など、各施策を体系的に推進することで、地域公共交通の充実を図っていきます。
また、交通局では「人財確保大作戦」と銘打ち、令和５年度より大幅な給与引き上げや選考方法の抜本的な見直しを進め、人財確保や職員の処遇改善に係る取組を実施しています。
令和６年度には前年度に比べ倍以上となる99名のバス乗務員を採用することができましたが、在籍職員のボリュームゾーンが定年年齢（60歳前後）に近付いていることから、引き続き若手・ベテラン問わず優秀な人財の確保と育成に取り組むと共に、安全・確実・快適な交通サービスの持続的な提供に向けた対策を推進してまいります。



















【環境・エネルギー】
	【提言16】
2050年脱炭素社会の実現に向け、「YOKOHAMA GO GREEN」の浸透をはかり、地球温暖化対策計画をはじめとする各計画の進捗状況の確認および公表とともに施策の効果を検証すること。
また、再資源化事業等高度化法を踏まえ、民間事業者への周知等を促進することはもとより、排出者としての対応も遅れることなく実施すること。

	＜脱炭素・GREEN×EXPO推進局＞＜資源循環局＞
脱炭素社会の実現に向け、「YOKOHAMA GO GREEN」の趣旨のもと、引き続き、市民の環境意識の向上と行動変容の促進につながる効果的な施策を実施します。　
横浜市地球温暖化対策実行計画に基づき、市域の温室効果ガス排出量等を毎年度、定量的に把握・公表するとともに、本計画の各対策の進捗状況を確認し、報告書を取りまとめて公表します。
民間事業者には、公民連携組織である横浜市資源循環推進プラットフォームを通じて、周知等を行ってまいります。また、排出者としての本市の対応については、率先行動の観点から、市庁舎におけるプラスチックの再資源化を令和７年度から開始し、その他の市役所関係施設の約1,200施設についても、令和８年度の実施に向けて準備を進め高度化を図ってまいります。






















	【提言17】
環境負荷の小さい移動手段として自転車を利用する人が増えていることを踏まえ、自転車の交通ルールを学ぶ機会と風土の醸成、十分な走行幅を確保した自転車専用レーンの普及と安全の確保、自転車利用における保険の加入および車両整備の促進に努めること。
人口の多い地域、観光客の多い地域においては、シェアサイクルの広域化や事業者間連携等によって利便性を向上させ、移動手段の多様化をはかる一助とすること。

	＜道路局＞
自転車の交通ルールや自転車損害賠償責任保険等への加入促進、車両の整備促進のため、こどもの交通安全教室、チラシやウェブサイト、SNSなどを活用して、国や県、警察、交通安全関係団体等の関係機関と協力しながら、引き続き周知・啓発に取り組んでまいります。
また、「横浜市自転車活用推進計画」に基づき、自転車利用や自転車関連事故の多い地域を指定した「重点エリア」、及び地域間を結ぶ幹線道路等の「ネットワーク路線」において、「自転車専用通行帯」や「矢羽根型路面表示」による自転車通行空間の整備を進めてまいります。
令和７年４月から市内全域を事業範囲とする「横浜市シェアサイクル事業」を実施しています。シェアサイクル事業者との公民連携により、効率的なポートの増設を進め、移動の利便性向上を図っています。





















	【提言18】
県内のエネルギーの自給率向上および地域のセーフティネット機能として自家発電と蓄電池を組み合わせた自立可能型エネルギーの「地産地消」体制を構築すること。
災害発生時、避難場所に指定される地域防災拠点施設の機能強化のため、再生可能エネルギーやコージェネレーションシステム等、エネルギー源の多様性に考慮した設備や蓄電池等の導入の拡大をはかるとともに、非常時電源ともなりうる次世代電気自動車の導入、配備を進めること。

	＜脱炭素・GREEN×EXPO推進局＞＜総務局＞
令和７年度より、横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業を開始し、太陽光発電設備及び蓄電池の導入支援を行っています。
各地域防災拠点には、災害発生時の停電対策として、６台の発電機を備蓄していますが、本市では、「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」における市役所の率先的な取組の一つとして太陽光発電設備の導入を進めており、設置可能な公共施設を対象にPPA事業を活用することで、2035年度までに導入割合100％の達成を目指しています。地域防災拠点となる小中学校においても、順次導入を進めてまいります。
公用車については、非常時電源としての活用も踏まえ、次世代自動車等の導入をさらに進めていきます。






















【教育・人権・平和】
	【提言19】
子どもたちが安心して学び学校生活を送ることができる環境を構築し、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、子どもたちの学びを十分に保障するため、学校における働き方改革・ＤＸを促進すること。また、４月新学期時点を含め通年で欠員が生じないよう、計画的な採用による人材確保を確実に行うこと。
教員が本来業務に専念できるようにするため、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールサポートスタッフ、スクールロイヤー、看護師、ＩＣＴの専門スタッフなどの人的措置を積極的に行うこと。また、中長期を見据えた教育人材の育成・確保のための施策を実施すること。

	＜教育委員会事務局＞
全ての子どもたちへのよりよい教育の実現に向けて、教員が専門性等の向上や授業改善、児童生徒理解や支援等に一層専念できる環境を構築するため、人材配置等による体制強化、プール清掃等の外部委託等による業務の適正化・改善、家庭と学校の連絡システムの導入等による校務DXの推進等に取り組んでいます。今後も、学校の声を丁寧に汲み取りながら、教員が子ども一人ひとりと向き合い、安心して教育活動に取り組める環境づくりに向けて、働き方改革を着実に推進してまいります。
職員室における事務的な業務をサポートする職員室業務アシスタントについては、全小中義務教育・特別支援学校に配置しています。職員室アシスタントの更なる配置や教員定数の拡充については、財源の確保などの課題があります。
教員の確保については、採用試験の受験者数の増加につなげるために、選考方法の改善を進めるなど、人材確保に向けた取組を実施しています。今年度は、民間企業をはじめ公務員試験でも幅広く導入されているSPI3を第一次試験とする春チャレンジ選考試験の実施や、教職経験者特別選考の要件及び第一次試験を免除する等の試験内容の変更等を行いました。
ICT支援員の派遣については、当面の間維持し、機器の設定、授業支援、教員への研修、トラブル対応の面で学校を支援していきます。
学校における教育相談体制の充実を図ることを目的として心理の専門職であるスクールカウンセラー、福祉の専門職であるスクールソーシャルワーカーを配置しています。教員その他ご提言頂いたような様々な職種の方と共に、チーム学校として、子どもたちが安心して学校生活を送ることができる環境の構築が図れるよう、取組を進めてまいります。







	【提言20】
後期中等教育における家庭の負担軽減のため、授業料以外の学用品や通学にかかる費用に対しての補助制度を創設すること。
高等教育機関への進学のための自治体独自の給付型奨学金制度および返済支援制度を創設・拡充すること。あわせて、貧困等を理由とする教育格差を再生産しないために、教育に対する国の責任として給付型奨学金および必要な子どもに対する伴走型支援の拡充と地方自治体に対する財政支援を国に求めること。

	＜教育委員会事務局＞
授業料以外の学用品や通学にかかる費用に対しての補助制度として、横浜市独自の高等学校の修学が困難な生徒を対象とした給付型奨学金制度を実施しています。
大学等の高等教育機関への進学のための支援制度の創設は、現在検討しておりません。国の高等教育の修学支援制度が拡充されてきていますので、引き続き国の制度改正の動向を注視していきます。


























	【提言21】
外国につながる子ども達が県内で増加している。就学前の保育園や幼稚園への入園、義務教育への就学、高等学校への進学、就労、それぞれの段階で言語や生活習慣の相違等様々なことに起因する困難が生じ、結果として教育格差・生活格差が生じている。
外国につながる子どもとその家族を地域の中で孤立させず、保護者も含めた必要なサポート体制が取られるよう施策を展開すること。

	＜こども青少年局＞＜教育委員会事務局＞＜国際局＞
保育所等に関しては、入所時に必要な書類について外国語翻訳を作成しているほか、保育所入所時の審査においては国籍に関わらず就労時間等を踏まえて審査を行っています。
また、保育所に対して、通訳や翻訳のための機器の導入費用の一部補助を行っています。さらに、外国にルーツを持つ児童の割合に応じて、保育を円滑に行えるよう保育士を雇用する経費を助成しています。
義務教育に関しては、本市では、昭和56年に日本語教室が設置されるなど、全国に先駆け日本語指導が必要な児童生徒への支援に取り組んできており、平成29年に日本語支援拠点施設「ひまわり」、令和２年に「鶴見ひまわり」、令和４年に「都筑ひまわり」を設置したほか、国際教室担当職員の配置拡充等、支援の充実を図ってまいりました。
今後も日本語指導が必要な児童生徒は増加していくことが想定されるため、国の方向性も踏まえ、日本語支援拠点施設による学校ガイダンスや就学前教室等で児童生徒や保護者へ学校生活の体験や説明を行ったり、初期の集中的な日本語指導を行ったりして支援体制のさらなる充実を図るとともに、日本語講師、母語支援ボランティア、学校通訳ボランティア、外国語補助指導員などの支援員による支援体制の充実を図ってまいります。また、日本語指導が必要な児童生徒が在籍校で活躍していくためには、担当教員による支援が不可欠であることから、担当教員への支援、育成の更なる充実に取り組んでまいります。
また、日本語の困難な在住外国人への基本的な行政サービスの提供や、窓口等の円滑化を目的として、小中高等学校や福祉施設、区役所等へ通訳ボランティアの派遣を実施しています。また、令和２年８月に開設した「よこはま日本語学習支援センター」では、市域における地域日本語教育の推進・連携や日本語学習者及び支援者のサポート等を行っています。市内NPO法人や国際交流ラウンジ等とも連携し、外国につながる子どもの学習支援教室の実施や居場所づくりも行っています。今後も、これらの支援の充実に取り組んでいきます。






	【提言22】
LGBTQ＋などの性的マイノリティや在日外国人（朝鮮半島出身者、クルド人等）、アイヌ民族、琉球民族、被差別部落民などの社会的少数者に対する差別を禁止し、差別被害調査や差別被害救済措置などを包含した人権尊重のまちづくりを推進するための包括的な条例を制定することを含めた取り組みを進めること。

	＜市民局＞
ヘイトスピーチ解消法や横浜市人権施策基本指針の趣旨に基づき、国や県、県警察などとも連携して、差別のない、一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会の実現を目指し、取組を進めていくとともに、市内での状況などにも注視しながら、必要な施策を検討してまいります。




	【提言23】
県内米軍基地は12施設あり近年その機能が付加強化されてきている。周辺住民の不安を解消し、安全で快適な生活を送れるよう、日米地位協定の抜本的な見直しはもとより、基地の整理・縮小・返還、強化されてきた機能の整理縮小、自治体や住民に対する速やかな情報提供を国に強く要請すること。
特に近年、県内米軍基地周辺では、河川・流出地下水から国の目標値を超える有機フッ素化合物（PFAS）の検出が報告されていることから、基地内における実態把握や緊急対策について引き続きの情報把握や情報提供を求め、必要に応じて県の立ち入り調査を求めること。

	＜都市整備局＞
米軍施設の整理・縮小・早期返還等について、神奈川県基地関係県市連絡協議会の一員として、引き続き国に要請してまいります。
　有機フッ素化合物（PFAS）に関し、国からは、日本国内の全ての米海軍施設、本州に所在する全ての米陸軍施設においてPFOS及びPFOAを含まない泡消火剤に交換作業が完了し、交換されたPFOS及びPFOAを含む泡消火剤については、日本国内で認可を受けた処分事業場における焼却処分によって廃棄処分を完了したと聞いております。引き続き、広域的な課題として神奈川県や基地関係市と連携し、市民の皆様に不要なご心配をおかけしないよう、適切な対応を行ってまいります。





	【提言24】
国家の主権および国民の生命と安全にかかわる重大な問題である北朝鮮による日本人拉致問題の風化を防ぎ、一日でも早い帰国を実現するため、国と連携しさらなる啓発活動に取り組むとともに、「北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会」の会長県として県民集会を開催するなど、県民・市民への世論喚起の充実に取り組むこと。

	＜市民局＞
北朝鮮による日本人拉致問題の啓発として、内閣官房拉致問題対策本部事務局が主催する事業の周知協力のほか、神奈川県や県内拉致被害者家族支援団体との協働による市民向けの啓発イベントを毎年開催しています。
引き続き、関係機関と連携しながら、拉致被害者等の一日でも早い帰国の実現に向けて、市民への啓発に取り組んでいきます。




【行財政】
	【提言25】
消費者による不当な要求、悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメントは、小売り・サービスの現場にとどまらず、輸送・運輸、医療・介護・子育て支援さらには公務の職場においても増加しており、働く環境を著しく阻害している。
カスタマーハラスメントへの対応について、政労使での意見交換の機会を確保するとともに、倫理的な消費者行動を促進するための施策を推進すること。

	＜経済局＞
カスタマーハラスメントについては、引き続き国や県の対応状況を注視しながら、政労使が集まる神奈川政労使会議や神奈川働き方改革会議等の場において意見交換の機会を設けるとともに、倫理的な消費者行動の促進に向け、引き続き、消費者市民社会の形成を目指した教育・啓発を推進してまいります。














	【提言26】
公共調達における公正労働の確保は、地域で働く者の適正な労働条件の確保などディーセント・ワークの実現を促すとともに、その大部分を受注する地元の中小企業における適正な価格転嫁のための環境整備を促進するために重要な取り組みである。
公共調達における予定価格の積算に、適正な人件費および材料費価格が反映されるためにも公契約(公共調達)の管理運営における審議会等、第三者の目による評価検証制度を含む公契約条例の制定に向け取り組むこと。すでに条例が施行されている自治体においては、その効果を検証し公表すること。

	＜財政局＞
労働者の皆様の労働条件を守ることは大変重要であると考えています。本市発注においては、最新の公共工事設計労務単価等を反映した、適切な予定価格を設定しています。また、設計労務単価の改定に伴う特例措置の実施、スライド条項の適用により契約後にも価格の見直しをしています。更に、過度な低価格競争を防止する対策を実施しており、令和４年９月に工事の最低制限価格等の引上げを行い、委託については令和５年度契約から最低制限価格の引上げを行うとともに、令和７年度契約からは対象範囲を拡大しました。
引き続き、関係団体の皆様のご意見を伺うとともに、昨年度、国が適正な労務費等の確保と行き渡りも目的として担い手３法を改正していますので、その動向も注視しつつ、他都市の公契約条例をはじめとする様々な取組を参考にしながら、労働条件を守るための環境整備に取り組みます。




	
【提言27】
若者の政治意識の醸成に向け、学校教育における主権者教育を充実すること。
また、大学生は住民票を移さずに、投票権のある地域から首都圏（神奈川県）に来ている場合も多いことが考えられるため、不在者投票について広く啓発・周知すること。

	＜教育委員会事務局＞＜選挙管理委員会事務局＞
本市では、児童・生徒の政治的教養を育み、主権者として政治参加の促進に貢献することを目的として、教育委員会と選挙管理委員会が協定を結び、相互に連携・協力して、主権者教育に取り組んでいます。引き続き、若者の政治参加への関心と意識を高められるよう、主権者教育の充実に取り組んでまいります。
　転居に伴う住民票の異動については、イベントや各大学を通じたチラシ配布等により、周知啓発に取り組んでおります。また、選挙時においては不在者投票を活用できることを、引き続き、広く啓発・周知していきます。





	【提言28】
投票機会の確保をはかるため、期日前投票時間の弾力的な運用等「行きやすい投票所」の拡大に取り組むこと。また、交通不便地に対しては移動投票所の運用を検討すること。あわせて、そのための予算と人員の確保を行うこと。

	＜選挙管理委員会事務局＞
令和７年執行の参議院議員選挙及び市長選挙では、新たに港北区及び都筑区で、駅直結の区民文化センターや大型ショッピングセンターに期日前投票所を設置しました。期日前投票所については、引き続き、駅前の施設や商業施設等、より利便性の高い場所へ設置するよう努めてまいります。
移動式の期日前投票所について、地方で導入されている例もありますが、投票所が廃止され、投票所まで行くことが非常に困難である地域での代替手段として主に導入されており、本市ではそのような状況にはないと認識しています。




【ジェンダー平等】
	【提言29】
ジェンダー平等社会の実現に向け、「第５次横浜市男女共同参画行動計画」の浸透をはかるとともに、女性活躍推進法の改正に伴い公表が義務付けられた男女の賃金格差等について、公表される情報を把握し、雇用の全ステージにおける直接・間接差別を排すること。
また、その基礎資料とするため、様々な統計情報についてSOGIに配慮したジェンダー情報とのクロス集計を可能とし、ジェンダーによる差異や不平等状況の把握に活用ができるよう必要な修正を行うこと。

	＜政策経営局＞
第５次横浜市男女共同参画行動計画の浸透に向けて、引き続き市内経済団体によって構成される横浜市女性活躍推進協議会など、多様な主体と協働しながら施策を推進していきます。
男女の賃金格差等の情報を把握するとともに、市内事業所を対象として実施している「男女共同参画に関する事業所調査」の結果も踏まえ、引き続き市内企業等への周知・啓発を行います。
また、主な統計である国勢調査、就業構造基本調査、横浜市が実施している市民意識調査や男女共同参画に関する調査においては男女別のデータを把握し、分析しています。他の分野の調査においても、多様な性に配慮しつつ、男女別のデータの把握が可能かどうかについて、研究してまいります。







	【提言30】
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントはもちろん、就職活動時や選挙運動時も含むあらゆるハラスメントを排し、すべての人がその能力において希望する働き方と働き続けることを選択することが可能となる社会の実現に向けた施策を展開すること。
あわせて、就労の継続を希望するすべての人が仕事と育児や介護等の両立を実現するために、企業における両立支援制度等の充実、働き方の見直しを含めたワーク・ライフ・バランスの取り組みの促進・支援など、施策の拡充をはかること。
また、これらの根底に残存し、直接・間接差別の要因となる社会制度・慣行の見直しを推進すること。

	＜政策経営局＞＜経済局＞
本市では、働く人の基礎知識を掲載した「ワーキングガイド」を作成し、ハラスメントや仕事と育児・介護等の両立などに関する内容を含む労働法制等の周知・啓発を行っています。「ワーキングガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様にご活用いただけるよう、市ホームページに掲載するとともに、二次元コードを記載したＰＲカードを配布し、周知を図っています。
また、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、ハラスメントや仕事と育児・介護等の両立などに関する相談を含む労働相談・法律相談等に対応しています。
　「働く人の相談室」では、法律や労働実務の問題をテーマにした「労働実務セミナー」も定期的に開催しており、ハラスメントや育児・介護休業法の改正等についても取り上げてきています。
さらに、あらゆるハラスメントの防止を推進するとともに、引き続き「よこはまグッドバランス企業」認定やセミナー等を通じて、市内企業等における働きやすい職場づくりを進めます。
　また、市民がジェンダーについて考える機会を創出するなど、アンコンシャス・バイアスや固定的な性別役割分担意識の解消に向けて取り組みます。




	【提言31】
県内すべての市町村でパートナーシップ制度が導入されたが、市町村ごとに制度の相違があり連携に課題が残っている。すべての希望する人が権利行使できるよう、連携に向けた取り組みを進めるとともに、ファミリーシップ制度の確立に向けた取り組みを進めること。

	＜市民局＞
令和２年度から他自治体と連携協定を締結していますが、対象者や宣誓の要件の違いを精査したうえで、引き続き、連携の拡大について検討していきます。
ファミリーシップ制度の確立については、当事者の声や法改正等の動向も踏まえながら、検討を進めていきます。
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